
特定事業契約書中「４ 契約金額 �１ 施設整備に関する対価 ２，９２０，７９７，１７９円に金利変動を基に算定した増減額等を加算した額」を「４ 契約金額 �１

施設整備に関する対価 ２，９７４，８６３，２６３円に金利変動を基に算定した増減額等を加算した額」に，「４ 契約金額 �２ 維持管理・運営に関する対価

６７５，２７２，８２１円に物価変動を基に算定した増減額等を加算した額」を「４ 契約金額 �２ 維持管理・運営に関する対価 ６６９，６１９，０６２円に物価変動を基に算定

した増減額等を加算した額」に改める。

提案理由

特定事業契約の契約金額の変更に伴い，民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第９条の規定により議決を経る必要がある。これが，

この案件を提出する理由である。

第６４号

徳島県立農林水産総合技術支援センター整備運営事業の特定事業契約の変更特定事業契約

について

平成２２年１２月１４日議決を経た徳島県立農林水産総合技術支援センター整備運営事業の特定事業契約の変更特定事

業契約を次のとおり締結する。
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再校
第６４号 徳島県立農林水産総合技術支援センター整備運営事業の特定事業契約の変更特定事業契約について １６９
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